
日南町地域活動支援交付金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、日南町補助金等交付規則（昭和 45 年 7 月日南町規則第 22 号。以下

「規則」という。）の規定に基づき、日南町地域活動支援交付金（以下「本交付金」

という。）の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものと

する。 

 

（交付目的） 

第２条 本交付金は、本町における自治会及び自治会に属する班等（以下「自治会等」と

いう。）の活動の推進と安定的な運営を図るため、地域の実情に応じて柔軟に展開

できるようにすることを目的として交付する。 

 

（対象） 

第３条 本町における自治会等とする。 

 

（交付金の額） 

第４条 交付金の額は、当該年度の予算の範囲内において交付するものとする。 

 ２ 前項の交付金の交付基準及び算定方法は、次の各号に定めるところによる。  

（１） 交付金は、当該年度の４月１日現在において、当該自治会に加入または自

治会活動に参加している世帯数に１世帯当たり年間 3,000 円を乗じて算出し

た額とする。 

  （２） 交付金は、町の会計年度ごとに算定する。 

 

（交付金の使途） 

第５条 自治会等は、第２条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる公益的活動等に交

付金を充てなければならない。 

（１）住民同士の交流を促進するための活動 

（２）安全・安心な地域づくりを推進するための活動 

（３）保健・福祉の増進及び青少年の健全育成を図るための活動 

（４）環境の保全及び地域の美化に関する活動 

（５）教育・文化の振興を図るための活動 

（６）住民要望の把握及び自治会等の活動等を周知するための活動 

（７）自治会等が所有し、又は借り上げている集会所等の維持・管理 

（８）その他自治会等の運営に必要な活動 

２ 次に掲げる活動等は、自治会が行う公共的又は公益的な活動ではないことから、

これらの活動に対し交付金を充てることはできない。 

（１）宗教的活動 

（２）政治的活動又は選挙活動 

（３）その他公序良俗に反する活動 



 

（交付申請） 

第６条 交付金の交付を受けようとする自治会等は、自治会ごとに交付金交付申請書（様

式第 1号）を毎年指定した期日までに町長に提出しなければならない。 

  ２ 規則の申請書に添付すべき書類は、様式第１号 によるものとする。 

 

（交付決定及び額の確定） 

第７条 町長は、前条各号による交付の申請があったときは、交付金の交付の決定及び額

の確定を行い、交付決定及び額の確定通知書（様式第２号）により、自治会に通

知するものとする。 

 

 （交付金の交付） 

第８条 町長は、前条の通知をしたときは、当該年度の５月末日までに交付金を指定され

た口座へ一括して交付するものとする。 

 

 （実績報告及び検査） 

第９条 規則の規定による実績報告は、交付決定を受けた年度の翌年度の５月３１日まで

に行わなければならない。 

 ２  規則の報告書に添付すべき書類は、様式第３号によるものとする。 

３  町長は、自治会等に対し必要な事項について報告を求め、又は当該職員をして実

地検査をさせることができる。 

   

（交付決定の取消し） 

第１０条 町長は、交付金の交付を受けた自治会等がこの要綱に違反したときは、交付金      

の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 

（その他） 

第１１条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。 

 

附 則 

（施行期日) 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

(有効期限) 

２ この要綱は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第 1号） 

                                                              年  月  日 

日南町長        様 

               自治会   

 

自治会長         ○印  

 

令和  年度  自治会役員・世帯数等報告

兼 地 域 活 動 支 援 交 付 金 申 請 書 

   標記交付金の交付を受けたいので、日南町地域活動支援交付金交付要綱及び日南町補助

金等交付規則の規定により申請します。 

                                    記 

役  職 氏  名  等 任  期 

自治会長   年  月～ 年  月 

副自治会長   年  月～ 年  月 

配布物送付先 
 

TEL     - 

※配布物送付先が自治会長宅で

ない場合は記入してください。 
年  月～ 年  月 

地区保健委員   年  月～ 年  月 

同和教育推進員   年  月～ 年  月 

自衛消防団長   年  月～ 年  月 

 

班名 
自治会加

入世帯数 
班長名 

配布物必要数

（広報にちなん等） 

自治会未加

入世帯数 
備考 

      

      

      

      

      

      

      

      

※自治会加入世帯数は、実数を記入してください。自治会保険加入世帯数と同数となります。 

※配布物の必要数は世帯数に関係なく、余部等が必要な場合はそれも含めて記入してください。

事業所を含む場合は、（  ）書きで内数を記入してください。 



※自治会の未加入世帯につきましては、わかる範囲でご記入ください。 

（様式第 2号） 

                                                              年  月  日 

             自治会 

 

自治会長         様 

 

日南町長  

 

 

 

令和  年度 地域活動支援交付金交付決定兼額の確定通知 

 

 

   令和  年  月  日付で交付申請のあった令和  年度地域活動支援交付金につ

いては、日南町地域活動支援交付金交付要綱及び日南町補助金等交付規則（昭和４５年日

南町規則第２２号）の規定により、下記のとおり交付決定し額の確定をしましたので通知

します。 

 

 

記 

 

 

 

 

班名 
自治会加入

世帯数 
交付確定額 備考 

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

（様式第 3号） 

 

                                      年  月  日 

日南町長      様 

             自治会   

 

自治会長           

 

 

令和  年度 地域活動支援交付金実績報告 

 

 

令和  年度の事業を完了したので、下記のとおり報告します。 

 

 

 

補助事業の名称 

 

地域活動支援交付金   

 

 

 

交付金事業費（全体額） 

 

 

 

 

 

 

算定基準額 

 

 

               円 

 

 

交付決定額 

 

 

                   円              

 

 

交付金実績額 

 

 

                             円 

添付書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 活動実績（自治会等総会資料等でも可） 

 

 

 



地域活動支援交付金交付請求書 

 

金              円 

 

  これは、令和  年度地域活動支援交付金を上記の通り請求します。 

  令和  年  月  日 

 

日南町長  様 

                           住所 日南町           

                      自治会 

         自治会長             

 

  振込先については、以下のとおり振り込んでください。 

金融機関名 支所名 普通・当座 口座番号 口座名義人 振込額 

山陰合同銀行・鳥取西部農協 

鳥取銀行・ゆうちょ銀行 

生山

日南 
（  ） （  ）    

山陰合同銀行・鳥取西部農協 

鳥取銀行・ゆうちょ銀行 

生山 

日南 
（  ） 

（  ） 
   

山陰合同銀行・鳥取西部農協 

鳥取銀行・ゆうちょ銀行 

生山 

日南 
（  ） 

（  ）    

山陰合同銀行・鳥取西部農協 

鳥取銀行・ゆうちょ銀行 

生山 

日南 
（  ） 

（  ）    

山陰合同銀行・鳥取西部農協 

鳥取銀行・ゆうちょ銀行 

生山 

日南 
（  ） 

（  ）    

山陰合同銀行・鳥取西部農協 

鳥取銀行・ゆうちょ銀行 

生山 

日南 
（  ） 

（  ）    

山陰合同銀行・鳥取西部農協 

鳥取銀行・ゆうちょ銀行 

生山 

日南 
（  ） 

（  ）    

山陰合同銀行・鳥取西部農協 

鳥取銀行・ゆうちょ銀行 

生山 

日南 
（  ） 

（  ）    

山陰合同銀行・鳥取西部農協 

鳥取銀行・ゆうちょ銀行 

生山 

日南 
（  ） 

（  ）    

山陰合同銀行・鳥取西部農協 

鳥取銀行・ゆうちょ銀行 

生山 

日南 
（  ） 

（  ）    

山陰合同銀行・鳥取西部農協 

鳥取銀行・ゆうちょ銀行 

生山 

日南 
（  ） 

（  ）    

山陰合同銀行・鳥取西部農協 

鳥取銀行・ゆうちょ銀行 

生山 

日南 
（  ） 

（  ）    

山陰合同銀行・鳥取西部農協 

鳥取銀行・ゆうちょ銀行 

生山 

日南 
（  ） 

（  ）    

山陰合同銀行・鳥取西部農協 

鳥取銀行・ゆうちょ銀行 

生山 

日南 
（  ） 

（  ）    

 

 


